
平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日
提
出

質

問

第

六

四

号

不
正
パ
チ
ン
コ
台
の
撤
去
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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不
正
パ
チ
ン
コ
台
の
撤
去
に
関
す
る
質
問
主
意
書

パ
チ
ン
コ
台
に
つ
い
て
、
パ
チ
ン
コ
関
連
の
業
界
団
体
の
呼
び
掛
け
で
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
「
遊
技
産
業
健
全
化
推
進

機
構
」
が
警
察
庁
の
要
請
に
よ
り
実
施
し
た
調
査
に
お
い
て
、
全
国
の
百
六
十
一
店
舗
の
パ
チ
ン
コ
台
二
百
五
十
八
台
の
う

ち
、
全
て
の
台
の
釘
の
打
ち
方
が
違
反
状
態
で
あ
っ
た
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
（
『
朝
日
新
聞
』
平
成
二
十
七
年
十
二

月
二
十
五
日
）
。

こ
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、
警
察
庁
は
パ
チ
ン
コ
店
等
の
業
界
に
不
正
パ
チ
ン
コ
台
の
撤
去
を
要
請
し
、
そ
の
数
は
数
十
万

台
に
上
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
て
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

不
正
改
造
を
し
た
台
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
問
題
で
あ
る
も
の
の
、
直
ち
に
全
て
の
不
正
パ
チ
ン
コ
台
を
撤
去
し
て
し

ま
う
こ
と
は
店
舗
側
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
撤
去
を
行
う
の
か
。

二

警
察
庁
は
、
メ
ー
カ
ー
の
出
荷
段
階
で
も
く
ぎ
曲
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
メ
ー
カ
ー
の
業
界
団
体

で
あ
る
「
日
本
遊
技
機
工
業
組
合
」
に
調
査
を
指
示
し
、
そ
の
結
果
、
メ
ー
カ
ー
の
出
荷
時
で
、
検
定
を
通
過
し
た
も
の
と

は
異
な
る
パ
チ
ン
コ
台
が
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
（
『
毎
日
新
聞
』
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
）
、
そ
れ
は

一



事
実
か
。

三

二
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
不
正
を
行
っ
た
業
者
に
対
し
て
制
裁
措
置
は
課
さ
な
い
の
か
。

四

こ
の
よ
う
な
不
正
行
為
を
根
絶
し
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
段
を
取
っ
て
い
く
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


